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被害園の位置関係 

御船町の認定こども園は最大被害を受けた益城町から直線で10㎞ 
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園庭に亀裂が 
 断層が存在 

 断層は園舎の下にも 

 土地が隆起 

 壊滅状態 

被害園の状況 園庭・外観 



被害園の園内の状況 

窓枠は全て崩壊 
園舎の下を横断し 
亀裂が走っている 



熊本の復興にあたっての課題 １ 

 
【 ハード面の支援 】 
 
１．復興にあたっては幼児に安心して教育・保育活動が展開できる環境整備が必要であるが 
 そのためには財政支援は必要不可欠である。 
  しかしながら認定こども園でありながら、類型（幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型） 
 によって財政措置にありかたに違いがある。 
 
   ① 幼保連携型認定こども園および保育所型認定こども園・・・・3/4（７５％） 補助 
   ② 幼稚園型認定こども園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7/12(58.3％)  補助 

                                          （※ 熊本地震における補助率、通常は1/3） 

 
     全ての施設に3/4公平な財政支援を 
 
 
 
  子ども・子育て支援新制度の理念は、すべての子どもに対し、質の高い幼児教育・保育を保障 
  することにあります。 
  その理念の実現のため、類型の違いではなく公平に補助されるよう、制度の見直し早急に図る 
  ことを要望致します。                            
 
 



２．幼保連携型認定こども園は，義務教育及びその後の教育の基礎を培うとともに，子ど  
 もの最善の利益を考慮しつつ，その生活を保障し，保護者と共に園児を心身ともに健や 
 かに育成するものとする。当然環境を通して行われ、環境には園舎の設置場所は当然 
 のことであります。 
  今回の園地に多数の地割れが確認されのり面崩壊も懸念される状況の認定こども園 
 について、次の課題がある。 
 
      当該園地の復旧が技術的に不可能な場合、別の土地への移築による園舎復 
      旧に伴う土地取得は補助の対象とはならず、該当地に至っては農地法で制限 
      されているため取得には長時間を要する。また復旧が技術的に不可能な場合 
      は技術的な証明が必要という指導をうけている。   
 

熊本の復興にあたっての課題 ２ 

① 園庭に亀裂が走っている土地を購入する人は考えられず、国・都道府県・市町村が 
  買い上げ、代替え地の確保等にするよう、また市町村が実施した場合は交付税措置 
  することは必然と考えます。 
② 公立・私立・施設の違いや認定こども園の類型の違いに関わらず、公平に支援される 
  よう見直し、早急に図ることを要望致します。 



熊本の復興にあたっての取り組み 

私にも出来る「READYFOR クラウドファンディング」 
クラウドファンディングには一人でも多くの方が被災地園の支援プロジェクトを知っていただく事が大切です。 

         ⇒⇒⇒ https://readyfor.jp/projects/8925 
 

こちら読み取り多くの方にお知らせください 

☝☝☝ 


